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流れ造りの本殿

八は
ち
ま
ん
じ
ん
じ
ゃ
ほ
ん
で
ん

幡
神
社
本
殿

　
鶴
𥔎
神
社
本
殿
と
共
に
、
檜
皮
葺
き
の
屋
根
の
葺
き

替
え
や
修
理
を
行
っ
て
お
り
、
昭
和
四
十
六
年
鶴
𥔎
神

社
本
殿
の
屋
根
葺
き
替
え
時
に
、
屋
根
を
銅
板
に
変
更

し
て
葺
き
替
え
た
。
明
治
二
十
七
年
に
は
、
一
間
七
合

後
方
へ
移
築
し
て
い
る
。

　
建
築
様
式
は
流
れ
造
り
で
、
後
ろ
の
屋
根
に
対
し

て
、全
面
の
屋
根
を
大
き
く
流
し
て
あ
る
。
建
坪
は
六
、

四
八
坪
。
奥
行
き
に
対
し
、間
口
を
広
く
と
っ
て
あ
り
、

特
異
な
様
式
と
な
っ
て
い
る
。

　
ま
た
、
前
面
左
右
に
保
護
用
の
板
垣
を
取
り
付
け
て

い
る
た
め
、
容
姿
が
判
然
と
し
な
い
。

　
平
成
十
六
年
の
台
風
に
よ
り
千
木
が
落
下
し
た
が
、

平
成
十
九
年
新
た
に
取
り
付
け
ら
れ
た
。

双殿造りの拝殿正面

幣へ
い
は
い
で
ん

拝
殿

【
拝は
い
で
ん殿
】

　
拝
殿
は
、神
を
祭
祀
し
礼
拝
を
行
う
た
め
の
建
物
で
、

本
殿
の
前
面
に
配
置
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
本

殿
が
神
座
で
あ
る
の
に
対
し
て
人
が
神
に
祭
や
祈
願
な

ど
を
行
う
場
所
で
あ
る
。

　
当
社
の
拝
殿
は
、「
双そ
う
で
ん殿
造
り
」
と
呼
ば
れ
、
二
つ

の
本
殿
を
一
つ
の
拝
殿
で
つ
な
い
で
お
り
、
座
敷
や
神

　　　　八
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幡神社本殿狛犬

　本殿内左右に一対設置されており、左右とも
木製で彩色が施されている。漆塗りの台の裏に
制作年等が次のように墨書されている。
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第 4章　祭祀と建造物

饌
所
を
併
設
す
る
特
異
な
建
築
と
な
っ
て
い
る
。

　
近
隣
の
双
殿
造
り
の
神
社
は
、
箕
島
神
社
（
岡
山

市
南
区
箕
島
）、
御お
ん
さ
き前
神
社
（
岡
山
市
南
区
妹
尾
）、

素す
さ
の
お

盞
嗚
神
社
（
岡
山
市
南
区
飽あ
く
ら浦
）
な
ど
が
あ
る
。

　
棟
札
に
よ
る
と
明
治
二
十
八
年
に
拝
殿
を
始
め
と
す

る
社
殿
の
大
改
築
が
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
明
治
二
十
八
年
以
前
の
拝
殿
は
、嘉
永
三
年
（1850

）

の
「
高
梁
川
嘉
永
洪
水
絵
図
」
に
描
か
れ
て
い
る
神
社

の
様
子
を
見
る
と
、
双
殿
作
り
で
は
な
く
、
鶴
﨑
神
社

の
み
に
置
か
れ
、
八
幡
神
社
は
神
門
だ
け
だ
っ
た
よ
う

で
あ
る
。
ま
た
、
都
窪
郡
誌
に
も
明
治
二
十
七
年
「
梁高梁川嘉永洪水絵図部分（拝殿は鶴𥔎神社側のみ）

明治 28年以前の拝殿予想図（八幡神社は神門のみ）

　

行
二
間
、
桁
行
五
間
で
あ
っ
た
も
の
を
、
梁
行
三
間
、

桁
行
八
間
に
築
造
、
八
幡
神
社
の
幣
拝
殿
は
そ
れ
ま
で

無
か
っ
た
も
の
を
築
造
」
と
あ
る
事
か
ら
、
こ
の
年
か

ら
規
模
を
拡
大
し
、
両
社
兼
用
の
双
殿
造
り
の
拝
殿
と

な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
当
時
の
拝
殿
は
、
土
間
と
板
間
と
な
っ
て
お
り
、
昭

和
三
十
年
に
祭
典
時
の
参
列
場
所
が
狭き
ょ
う
あ
い隘に
つ
き
、
土

間
部
分
を
半
間
畳
敷
き
に
改
造
し
た
。
ま
た
、
昭
和

三
十
九
年
に
は
建
具
を
設
置
し
た
。

拝殿内部（土間と座敷 30.5 畳）

　
拝
殿
に
付
属
し
て
、
座
敷
二
間
と
神
饌
所
、
受
付
が

あ
る
。
三
畳
の
座
敷
は
神
職
控
室
と
書
か
れ
て
お
り
、

祭
典
時
に
神
職
が
更
衣
等
に
使
用
し
て
い
た
。

　
ま
た
、
八
畳
の
座
敷
は
貴
賓
室
と
書
か
れ
て
お
り
、

明
治
か
ら
終
戦
ま
で
の
国
家
管
理
時
代
に
、
大
祭
を
奉

仕
又
は
参
列
す
る
献
幣
使
を
始
め
と
す
る
来
賓
の
休
憩

室
と
な
っ
て
い
た
。
終
戦
後
は
役
員
会
等
の
会
議
に
も

使
用
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
建
築
様
式
は
長
屋
造
り
で
、
内
部
に
鴨
居
が
あ
り
四
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